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リハビリテーション部会設置要綱

第１条 この要綱は、神奈川県在宅医療推進協議会設置要綱第６条の規定に基づき、神奈
川県在宅医療推進協議会リハビリテーション部会（以下「リハビリテーション部会」とい
う。）の設置等に関して、必要な事項を定めるとする。

改正前

（構 成）
第４条 リハビリテーション部会の委
員は、学識経験者、保健・医療・福祉
関係団体・機関及び行政機関の関係者
等のうちから選定する。
２ 委員の任期は令和５年３月31日ま
でとする。ただし、再任を妨げない。

リハビリテーション部会設置要綱の改正について

改正後

（構 成）
第４条 リハビリテーション部会の委員
は、学識経験者、保健・医療・福祉関
係団体・機関及び行政機関の関係者等
のうちから選定する。
２ 委員の任期は２年までとする。ただ
し、再任を妨げない。

⇒委員の任期が満了を迎えたため、委員の任期を改正するため。

リハビリテーション部会設置要綱

第１条 この要綱は、神奈川県在宅医療推進協議会設置要綱第６条の規定に基づき、神奈
川県在宅医療推進協議会リハビリテーション部会（以下「リハビリテーション部会」とい
う。）の設置等に関して、必要な事項を定めるとする。

改正前

（構 成）
第４条 リハビリテーション部会の委
員は、学識経験者、保健・医療・福祉
関係団体・機関及び行政機関の関係者
等のうちから選定する。
２ 委員の任期は令和５年３月31日ま
でとする。ただし、再任を妨げない。

改正後

（構 成）
第４条 リハビリテーション部会の委員
は、学識経験者、保健・医療・福祉関
係団体・機関及び行政機関の関係者等
のうちから選定する。
２ 委員の任期は２年までとする。ただ
し、再任を妨げない。
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以上です。


